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日本化学療法学会西日本支部会則

第1条 本 支部は 日本化学療法学 会 西 日本 支部 と 称す

るo

第2条 本支 部は西 日本に在住す る 日本化学療 法学会会

員を もつて組織す る｡

第3条 本支部 は 日本 化学療 法学会本部 との緊密 な連絡

の もとに化学療 法に関す る諸研究 を促進す る こ

とを 目的 とす る｡

第4条 本支 部は前条の 目的を達成す るた めにつ ぎの事

業 をお こな う｡

1.学 術講演会

2.支 部総 会その他必要 な会議

3.本 部 との連絡 事務

4.そ の他必要な事業

第5条 本支 部の 事 務所は支部長 の 所属機関 内 に 設 け

るo

第6条 本支部 につぎの役員を置 く｡

支部長1名 評議員,幹 事 若干名

支部長 は 支部総会 において 選出 す るものとす

るo

支部 評議員お よび 幹事 は支部長 これを 委嘱す

るo

支部長 は支部 の業 務を掌 るほか,日 本化学療法

学 会本 部 との連絡 に当る｡

評議 員は評 議員会を組織 し,本 会則に定め られ

た業務 を行 うほか,会 務 一般を評議する｡

幹事 は支部 の庶務,会 計 等の業務に当 る｡

役員会は支部長が招 集す る｡

役員 の任期 は毎年 の定期総 会終 了の翌 日か ら次

の定期総会終 了の 日まで とし再 任は妨 げない｡

緊急 を要す る場合は役 員会で これを定 め総会に
ぐ

おいて承認を もとめ る｡

役員 会の議決は役員 の2/3以 上 の出席の もとに

その過 半数を以て これ を決す る｡

第7条 本支部 に支部総会会長 を置 く｡そ の任期は他の

役員 のそれ に同 じく,決 定は評 議員会において

な し,総 会の承認を もとめる｡

総会会長 は総 会を主 宰 し総会 の開催 に関す る事

項を管掌す る｡

第8条 定期総会 は毎 年1回 開 き総会会長 が これを招集

す る｡

ただ し必要 ある場 合は臨時総会 を開 くことが出

来 る｡

第9条 本支部 の経 費は本 部 よ り受け る支部費,寄 附金

その他 の収入 を以 てこれ にあて る｡経 理上の諸

事項 は 日本化学療法学 会会則に定め られた とこ

ろに準ず る｡

第10条 本支部 の会則 の変更 は支部 総会におい て出膳会

員の2/3以 上 の同意 を うる ことを要 し,か つ本

部理事会 の承認 を うる もの とす る｡

第11条 その他本支部 の業務遂行 に当つては 日本化学療

法学 会会則に準 じて これ を行 う｡

附 則

本 会則は昭和33年10月23日 より実施す る｡

本支部 設立 当時の役員はつ ぎの通 りとす る｡

支部 長1名

評 議員 名

幹 事 名

訂 正
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頁 行 誤 正

i29行 日 野村清通 勝 正孝 水谷亦 男.榎 本

新市 ・野添 昇 ・野村 清通

1715行 目 野村清通 勝 正孝 ・水谷亦男 ・榎本

新市 ・野添 昇 ・野村清通




